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　　　平成28年度岡山県一般会計補正予算（第 3号）

　平成28年度岡山県一般会計の補正予算（第 3号）は，次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）
第 1条　歳入歳出予算の総額 720,183,440千円に歳入歳出それぞれ 422,592千円
を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 720,606,032 千円とする。

2  　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳
入歳出予算の金額は，「第 1表歳入歳出予算補正」による。

　（繰越明許費の補正）
第 2条　繰越明許費の追加は，「第 2表繰越明許費補正」による。

　（地方債の補正）
第 3条　地方債の追加は，「第 3表地方債補正」による。
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第 1表　 歳入歳出予算補正
　　　歳　　　入

款 項 補正前の額 補　 正　 額 計

千円 千円 千円
 5　 地 方 交 付 税 166,800,000 22,049 166,822,049

 1　 地 方 交 付 税 166,800,000 22,049 166,822,049

 9　 国 庫 支 出 金 74,948,045 338,343 75,286,388

 2　 国 庫 補 助 金 33,137,580 338,343 33,475,923

14　 県 債 77,710,400 62,200 77,772,600

 1　 県 債 77,710,400 62,200 77,772,600

歳 入 合 計 720,183,440 422,592 720,606,032
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　　　歳　　　出

款 項 補正前の額 補　 正　 額 計

千円 千円 千円
 3　 民 生 費 103,041,616 8,941 103,050,557

 2　 児 童 福 祉 費 17,579,564 8,941 17,588,505

 4　 衛 生 費 21,692,566 213,034 21,905,600

 2　 環 境 衛 生 費 1,668,557 213,034 1,881,591

 8　 土 木 費 56,911,549 194,009 57,105,558

 3　 河 川 海 岸 費 11,266,164 190,300 11,456,464

 4　 港 湾 費 5,553,458 3,709 5,557,167

10　 教 育 費 182,770,039 6,608 182,776,647

 7　 社 会 教 育 費 2,246,843 6,608 2,253,451

歳 出 合 計 720,183,440 422,592 720,606,032
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第 2表　 繰越明許費補正
　　　追　　　加

款 項 事　　　 業　　　 名 金　　　　額

千円
 8　 土 木 費

 1　 土 木 管 理 費 単県公共土木事業 35,000

 2　 道路橋りよう費 地方特定道路整備事業 115,000

 3　 河 川 海 岸 費 単県河川改修事業 20,000

河川関係受託事業 4,269

平成２８年９月２９日　岡山県公報　号外



第 3表　 地 方 債 補 正
　　　追　　　加

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　　　　率 償還の方法

千円

土　　木　　債

　 河川等災害関連事業費 62,200

　債券発行（他の
地方公共団体との
共同発行を含む。）
又は普通貸借の方
法により，財務省
その他から借り入
れるものとする。
　ただし，債券発
行の種類，様式及
び償還に関する細
目その他一切の事
項は，知事の定め
るところによる。
　工事又は財政の
都合により，起債
額の全部又は一部
を翌年度に繰延起
債することができ
る。

年5.5%以内（ただ
し，利率見直し方
式で借り入れるも
のについて，利率
の見直しを行った
後においては，当
該見直し後の利
率）

　据置期間を含み
30カ年以内に償還
するものとする。
（償還の時期及び
償還金は，借入先
の融通条件に従う
ものとする。）
　ただし，県財政
の都合により，据
置又は償還期間中
といえども，償還
年限を短縮し，又
は繰上償還を行い，
若しくは借換を行
うことができる。
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　　　平成28年度岡山県一般会計補正予算（第 4号）

　平成28年度岡山県一般会計の補正予算（第 4号）は，次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）
第 1条　歳入歳出予算の総額 720,606,032 千円に歳入歳出それぞれ11,030,120千
円を追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ731,636,152千円とする。

2  　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳
入歳出予算の金額は，「第 1表歳入歳出予算補正」による。

　（繰越明許費の補正）
第 2条　繰越明許費の追加は，「第 2表繰越明許費補正」による。

　（地方債の補正）
第 3条　地方債の追加及び変更は，「第 3表地方債補正」による。
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第 1表　 歳入歳出予算補正
　　　歳　　　入

款 項 補正前の額 補　 正　 額 計

千円 千円 千円
 5　 地 方 交 付 税 166,822,049 420,292 167,242,341

 1　 地 方 交 付 税 166,822,049 420,292 167,242,341

 7　 分担金及び負担
金

6,429,506 508,859 6,938,365

 1　 負 担 金 6,429,506 508,859 6,938,365

 9　 国 庫 支 出 金 75,286,388 5,607,477 80,893,865

 1　 国 庫 負 担 金 40,695,510 1,057,198 41,752,708

 2　 国 庫 補 助 金 33,475,923 4,550,279 38,026,202

12　 繰 入 金 25,561,879 1,784 25,563,663

 2　 基 金 繰 入 金 24,187,973 1,784 24,189,757

13　 諸 収 入 10,757,842 143,708 10,901,550

 7　 雑 入 4,942,912 143,708 5,086,620

14　 県 債 77,772,600 4,348,000 82,120,600

 1　 県 債 77,772,600 4,348,000 82,120,600

歳 入 合 計 720,606,032 11,030,120 731,636,152
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　　　歳　　　出

款 項 補正前の額 補　 正　 額 計

千円 千円 千円
 3　 民 生 費 103,050,557 395,890 103,446,447

 1　 社 会 福 祉 費 84,164,208 317,640 84,481,848

 2　 児 童 福 祉 費 17,588,505 78,250 17,666,755

 4　 衛 生 費 21,905,600 825,551 22,731,151

 2　 環 境 衛 生 費 1,881,591 103,441 1,985,032

 4　 医 薬 費 9,953,316 722,110 10,675,426

 6　 農林水産業費 38,449,727 1,975,068 40,424,795

 1　 農 業 費 9,569,517 61,550 9,631,067

 2　 畜 産 業 費 3,349,676 143,708 3,493,384

 3　 農 地 費 15,298,997 1,141,600 16,440,597

 4　 林 業 費 8,845,548 608,200 9,453,748

 5　 水 産 業 費 1,385,989 20,010 1,405,999

 8　 土 木 費 57,105,558 7,833,611 64,939,169

 2　 道路橋りよう費 29,360,914 3,803,000 33,163,914

 3　 河 川 海 岸 費 11,456,464 2,550,000 14,006,464

 4　 港 湾 費 5,557,167 1,017,333 6,574,500

 5　 都 市 計 画 費 2,917,676 448,000 3,365,676

 6　 住 宅 費 1,256,013 15,278 1,271,291

歳 出 合 計 720,606,032 11,030,120 731,636,152
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第 2表　 繰越明許費補正
　　　追　　　加

款 項 事　　　 業　　　 名 金　　　　額

千円
 8　 土 木 費

 2　 道路橋りよう費 道路整備事業 580,000

地方道路整備事業 1,507,100

 3　 河 川 海 岸 費 河川改修事業 638,000

えん堤整備事業 158,400

砂防関係事業 527,000

建設海岸保全事業 120,000

 4　 港 湾 費 港湾改修事業 302,900

港湾海岸保全事業 376,333

 5　 都 市 計 画 費 地方道路整備事業 150,000

都市公園整備事業 202,000
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第 3表　 地 方 債 補 正
　 1　追　　　加

起　債　の　目　的 限　度　額 起債の方法 利　　　　率 償還の方法

千円

土　　木　　債

　 都市公園整備事業費 93,100

　債券発行（他の
地方公共団体との
共同発行を含む。）
又は普通貸借の方
法により，財務省
その他から借り入
れるものとする。
　ただし，債券発
行の種類，様式及
び償還に関する細
目その他一切の事
項は，知事の定め
るところによる。
　工事又は財政の
都合により，起債
額の全部又は一部
を翌年度に繰延起
債することができ
る。

年5.5%以内（ただ
し，利率見直し方
式で借り入れるも
のについて，利率
の見直しを行った
後においては，当
該見直し後の利
率）

　据置期間を含み
30カ年以内に償還
するものとする。
（償還の時期及び
償還金は，借入先
の融通条件に従う
ものとする。）
　ただし，県財政
の都合により，据
置又は償還期間中
といえども，償還
年限を短縮し，又
は繰上償還を行い，
若しくは借換を行
うことができる。
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　 2　変　　　更

起 債 の 目 的
補　　　　正　　　　前 補　　　　正　　　　後

限度額 起債の
方　法 利　率 償還の

方　法 限度額 起債の
方　法 利　率 償還の

方　法
千円 千円

民　　生　　債

　 社会福祉施設整備
事業費

農林水産業債

農業生産基盤整備
事業費

農地防災事業費

治 山 事 業 費

漁港漁場整備事業
費

土　　木　　債

道路整備事業費

国直轄道路事業負
担金

地方道路整備事業
費（道路）

河川改修事業費

えん堤整備事業費

国直轄河川事業負
担金

砂防関係事業費

建設海岸保全事業
費

港湾改修事業費

港湾海岸保全事業
費

国直轄港湾事業負
担金

地方道路整備事業
費（街路）

県営住宅建設事業
費

321,500

489,900

1,064,500

587,900

223,800

1,281,200

2,151,800

3,822,500

1,400,500

121,500

1,343,300

871,800

244,100

420,500

314,700

720,900

141,800

254,700

　債券発
行（他の
地方公共
団体との
共同発行
を含む。）
又は普通
貸借の方
法により，
財務省そ
の他から
借り入れ
るものと
する。
　ただし，
債券発行
の種類，
様式及び
償還に関
する細目
その他一
切の事項
は，知事
の定める
ところに
よる。
　工事又
は財政の
都合によ
り，起債
額の全部
又は一部
を翌年度
に繰延起
債するこ
とができ
る。

年5.5%以
内（ただ
し，利率
見直し方
式で借り
入れるも
のについ
て，利率
の見直し
を行った
後におい
ては，当
該見直し
後の利率）

　据置期
間を含み
30カ年以
内に償還
するもの
とする。
（償還の
時期及び
償還金は，
借入先の
融通条件
に従うも
の と す
る。）
　ただし，
県財政の
都合によ
り，据置
又は償還
期間中と
いえども，
償還年限
を短縮し，
又は繰上
償還を行
い，若し
くは借換
を行うこ
とができ
る。

425,600

614,100

1,273,800

619,000

230,100

1,595,800

2,851,700

4,923,800

1,881,900

208,500

1,643,200

1,289,400

331,700

448,000

480,000

764,300

188,800

262,100

補
正
前
に
同
じ

補
正
前
に
同
じ

補
正
前
に
同
じ
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　　　平成28年度岡山県流域下水道事業特別会計補正予算（第 1 号）

　平成28年度岡山県流域下水道事業特別会計の補正予算（第 1 号）は，次に定め
るところによる。

　（歳入歳出予算の補正）
第 1条　歳入歳出予算の総額 5,541,118 千円に歳入歳出それぞれ 903,000 千円を
追加し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 6,444,118 千円とする。

2  　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳
入歳出予算の金額は，「第 1表歳入歳出予算補正」による。

　（繰越明許費の補正）
第 2条　繰越明許費の追加は，「第 2表繰越明許費補正」による。

　（地方債の補正）
第 3条　地方債の変更は，「第 3表地方債補正」による。
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第 1表　 歳入歳出予算補正
　　　歳　　　入

　　　歳　　　出

款 項 補正前の額 補　 正　 額 計

千円 千円 千円
 1　 分担金及び負担
金

3,113,710 112,500 3,226,210

 1　 負 担 金 3,113,710 112,500 3,226,210

 2　 国 庫 支 出 金 1,017,800 564,000 1,581,800

 1　 国 庫 補 助 金 1,017,800 564,000 1,581,800

 3　 繰 入 金 653,530 200 653,730

 1　  一般会計繰入金 653,530 200 653,730

 4　 繰 越 金 445,977 114,000 559,977

 1　 繰 越 金 445,977 114,000 559,977

 6　 県 債 310,100 112,300 422,400

 1　 県 債 310,100 112,300 422,400

歳 入 合 計 5,541,118 903,000 6,444,118

款 項 補正前の額 補　 正　 額 計

千円 千円 千円
 1　 土 木 費 5,541,118 903,000 6,444,118

 1　 流域下水道費 4,731,444 903,000 5,634,444

歳 出 合 計 5,541,118 903,000 6,444,118
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第 2表　繰越明許費補正
　　　追　　　加

款 項 事　　　 業　　　 名 金　　　　額

千円
 1　 土 木 費

 1　 流域下水道費 流域下水道建設事業 541,800
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第 3表　地 方 債 補 正
　　　変　　　更

起 債 の 目 的
補　　　　正　　　　前 補　　　　正　　　　後

限度額 起債の
方　法 利　率 償還の

方　法 限度額 起債の
方　法 利　率 償還の

方　法
千円 千円

流域下水道建設事業 263,100 　債券発
行（他の
地方公共
団体との
共同発行
を含む。）
又は普通
貸借の方
法により，
財務省そ
の他から
借り入れ
るものと
する。
　ただし，
債券発行
の種類，
様式及び
償還に関
する細目
その他一
切の事項
は，知事
の定める
ところに
よる。
　工事又
は財政の
都合によ
り，起債
額の全部
又は一部
を翌年度
に繰延起
債するこ
とができ
る。

年5.5%以
内（ただ
し，利率
見直し方
式で借り
入れるも
のについ
て，利率
の見直し
を行った
後におい
ては，当
該見直し
後の利率）

　据置期
間を含み
30カ年以
内に償還
するもの
とする。
（償還の
時期及び
償還金は，
借入先の
融通条件
に従うも
の と す
る。）
　ただし，
県財政の
都合によ
り，据置
又は償還
期間中と
いえども，
償還年限
を短縮し，
又は繰上
償還を行
い，若し
くは借換
を行うこ
とができ
る。

375,400 補
正
前
に
同
じ

補
正
前
に
同
じ

補
正
前
に
同
じ
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